
入札公告 

次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６の規定によ
り公告する。 

この入札公告に定めるもののほか、入札に関して必要な事項は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共
通事項及び同細則による。 

 

令和５年５月２５日 

東広島市長 髙垣 德 

１ 入札に付する事項 

（１）物品・委託役務の名称 小型動力ポンプほか 

（２）物品・委託役務管理番号 18050019 

（３）物品委託役務内容 小型動力ポンプ等の購入。 

（４）納入・履行期間 契約締結日の翌日から令和６年２月９日まで 

（５）納入・履行（就業）場所 消防総務課 

（６）予定価格 非公表 

（７）最低制限価格 なし 

（８）入札方式 一般競争入札 

（９）入札区分 紙入札 

（10）使用する契約約款 物品売買契約約款（総価） 

（11）契約種別 総価契約 

（12）収入印紙 不要 

 

２ 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

次に掲げる要件を全て満たしていること。 

ア 令和 3 年 1 月 1 日～令和 6 年 12 月 31
日までの東広島市物品役務等競争入札
参加資格として次の入札参加資格認定
区分の認定を受けている者 

買入れ・製作 

イ 法令等による登録等 問わないものとする。 

ウ 技術者 問わないものとする。 

エ 営業所等所在地 
※本店とは、法人にあっては登記されている
本店とし、個人事業者にあっては営業活動の
本拠を置いている場所とする。 
※営業所とは、法人においてその所在する市
（町）の法人市（町）民税の申告のある営業
所とする。 

東広島市内に本店を有する者。 

オ 会社の履行実績 問わないものとする。 

カ その他 令和元年 8 月 26 日付け「東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札
公告共通事項」の２（１）のいずれにも該当しないこと。 

３ その他の入札条件 

なし 

  

物品調達等及び委託役務 



４ 日程等 

手 続 き 等 期 間・期 日 等 場 所 ・ 留 意 事 項 

ア 公告日 令和５年５月２５日  東広島市ホームページに掲載及び東広島市総務部契約課（契約担当課）で閲覧
に供する。 
 閲覧場所は「６問い合わせ先（契約担当課）」に記載のとおり。 

イ 仕様書及び見本
等閲覧期間 

令和５年５月２５日～ 

令和５年６月１４日 

 東広島市ホームページに掲載及び契約担当課で閲覧に供する。 
 見本等の有無 ： 無 

ウ 同等品確認期間
（物品の買入れ
及び借入れに限
る） 

令和５年５月２５日～ 

令和５年５月３１日 
（午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分） 

 同等品で応札する場合は、同等品規格確認票（東広島市物品調達等及び委託役
務競争契約入札心得（平成２１年東広島市告示第８３号。以下「入札心得」とい
う。）別記様式第２号（第４条関係））により発注担当課へ持参またはファックス
すること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡するこ
と。 
 なお、同等品確認に対する認定のない同等品での応札は認めない。同等品規格
確認票の提出先は、「オ 質問書提出期間」に記載の発注担当課とする。 

エ 同等品確認回答
閲覧期間 

令和５年６月２日～ 

令和５年６月１４日 

東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。 

オ 質問書提出期間 令和５年５月２５日～ 

令和５年６月６日 

（午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分） 

質問書は、本市所定の様式（東広島市物品調達等及び委託役務競争入札心得 
（平成２１年東広島市告示第８３号）別記様式第１号（第４条関係））により発注
担当課へ持参またはファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発注
担当課へ事前に電話連絡すること。 
 消防局 消防総務課（発注担当課） 
 東広島市西条町助実１１７３番地１ 
 電話番号 082-422-6621  ／ファックス番号 082-423-0363 
 質問書提出期間終了後の質問は受け付けない。 
 質問書の様式は東広島市ホームページからダウンロードできる。 

カ 回答書閲覧期間 令和５年６月８日～ 

令和５年６月１４日 

東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。 

キ 入札期間 令和５年６月１２日～ 

令和５年６月１３日 

（午前 9 時 00 分～午後 5 時 00 分） 

入札場所  
 東広島市総務部契約課（契約担当課）  
 東広島市西条栄町８番２９号（本庁本館４階） 

入札書は入札期間内に総務部契約課に持参して入札箱に投入すること。 
初度の入札書は、入札の権限を有している者が記名押印し、使用印鑑として本

市に届け出ている印鑑を押印すること。（ただし、入札書に記載した日付以前に作
成された委任状の同封・提出がある場合を除く。） 

特別の事由により郵便により入札書を提出しようとする者は、東広島市物品調
達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項細則に定めるところによるも
のであること。 

ク 開札日時 令和５年６月１４日 

午前 9 時 10 分 

開札場所 
入札室（東広島市西条栄町８番２９号 本庁本館４階） 
開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札がないときは、

開札日の翌日以降に再度の入札（１回目）を実施するものとする。再度の入札（１
回目）は、開札の立ち会いの有無に関わらず初度の入札参加者全員が参加できる
ものとする。 
 再度の入札（１回目）を実施する日時、場所等の詳細は初度の入札に参加した
者に対してファックスにより通知を行う。 
 再度の入札（１回目）の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がなかったと
きは、直ちに入札会場で再度の入札（２回目）を行う。 
 再度の入札は、２回目まで行う。 

 

５ 資格要件確認資料の提出 
本案件は、入札に参加する者に必要な資格を確認するために必要な資料（以下「資格要件確認資料」という。）の提出を求めない。 

 

（１）提出書類 

書類の区分 
提出書類 

（○印） 
備考 

ア 入札参加資格確認申請書  

様式は、東広島市ホームページからダウンロードできる。 

イ 入札参加資格要件総括表  

ウ 誓約書  

エ 配置予定技術者届出書  

オ 履行実績確認表  

カ 履行実績証明書（物品・委託役務）  

キ 法令等による登録等を確認するための資料   
ク その他   

（２）提出部数は、１部とし、提出した資格要件確認資料は、返却しない。 
（３）提出期限   
（４）提出先 「６ 問い合わせ先（契約担当課）」のとおり。 
（５）その他 

入札参加者は、資格要件確認資料を指定された提出期限までに提出できるよう事前に準備しておくこと。 
資格要件確認資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。 
資格要件の審査のために必要があると認めるときは、期限を定めて資格要件確認資料の補正や追加資料の提出を求めることがある。 
資格要件確認資料に虚偽の記載をした者に対しては、指名除外措置を行うことがある。 

６ 問い合わせ先（契約担当課） 

総務部契約課 物品役務係 
東広島市西条栄町８番２９号（本庁本館４階） 
電話番号 ０８２－４２０－０９３０ 
ファックス番号 ０８２－４３１－００７７



仕  様  書 

 

１ 品 名   小型動力ポンプほか  

 

２ 数量及び規格等 

（１）同等品の可否の欄に「○」とあり、（３）で例示した基準品以外で参加する場合は、必ず同等

品規格確認票により事前確認を受けること。「×」の場合は、同等品での参加は認めない。 

（２）同等品の可否の欄に「―」とある場合は、規格を満たすものであればメーカー・品番を問わ

ない。（規格を満たしているかどうかの事前確認及び同等品規格確認は受け付けない。） 

内訳 品名 規格 数量 単位 
同等品

の可否 

１ 小型動力ポンプ 

性能：「動力消防ポンプの技術上の規格を定め

る省令」の B2 級の能力を有するもの。 

・規格構造 

原動機：2 サイクル水平 2 気筒ガソリンエンジ

ンまたは３気筒水冷４ストロークガ

ソリンエンジン 

冷却方式：水冷式 

出力：22KW 以上 

規格放水時燃料消費量：12L/ｈ以下 

始動方式：セル始動式（リコイル式付き） 

真空ポンプ：無給油式（オイルレス） 

２ 台 〇 

２ 
消防用ホース 

（水管 50mm） 

日本ホース工業会加入業者の製品とする 

水管：50 ㎜ 

長さ：20ｍ 

使用圧:1.3Ｍｐａ以上 

試験圧:2.5Ｍｐａ以上 

ホース色：グリーンフルカラー 

平織または綾織 

結合金具：差込口軽合金、アルミリング締 

45 本 ○ 

（３）基準品 ※基準品の内容が上記規格の付属品を満たしていない場合は付属させること。 

内訳 メーカー・品番等 

１ 
(株)シバウラ防災製作所 

シバウラ消防ポンプ FF500 

トーハツ(株) 

トーハツ小型消防ポンプ VF63BS 

２ 
帝国繊維(株) 

キンパイホース SP-H-AAA 
(株)初田製作所 

YOKOIPRO STH１３ 

芦森工業(株) 

ジェットホース  

D ライトスターα 

 

３ 取付け・設置等 

  内訳２「消防用ホース」について 

別紙１に定める色の標識及び整理番号をゴシック体で別紙２の図のとおりホースの両端に各

１箇所ずつ記入すること。 

   

 



４ 納入場所 

東広島市消防局 消防総務課 

 

５ 納入期限 

令和６年２月９日(金) 

 

６ その他 

（１）小型動力ポンプ 

 ① 小型動力ポンプは、令和５年度に製造された製品であり、「動力消防ポンプの技術上の規格を

定める省令（昭和６１年自治省第２４号）」の規定を満たすものであること。 

② 小型動力ポンプ及び吸管は、消防法第２１条の１６の２に規定する自主表示対象機械器具等に係

る技術上の規格に適合している旨の表示が付されているものとすること。 

③ 付属品のうち、消防法における検定対象機械器具等は、日本消防協会又は総務大臣に登録し

た登録検定機関によって検定が行われ、合格表示が付されているものとすること。 

④ 小型動力ポンプの吐水口にマルチ（６５ﾐﾘ･５０ﾐﾘ）の媒介金具（ヨネ式、型式：AN-６５

MC）を設置すること。 

⑤ 購入台数と同数の小型動力ポンプの引き取り及び廃棄を行うこと。 

⑥ 発注者が指定する配備先格納庫等で、小型動力ポンプの取扱説明を行うこと。 

 

（２）消防用ホース 

① 消防用ホースは、令和５年度に製造された製品であり、「消防用ホースの技術上の規格を定め

る省令」（平成２５年総務省令第２２号）の規格に適合したことを示す自主表示（「消」マー

ク）が付されたものとし、加えて日本消防検定協会の型式適合評価を受けて合格した表示（「Ｎ

Ｓ」マーク）を付したものとする。 

② 結合金具は、「消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用

するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令」（平成２５年総務省令第２３号）の規格

に適合したことを示す自主表示（「消」マーク）を付したものとし、加えて日本消防検定協会

の型式適合評価を受けて合格した表示（「ＮＳ」マーク）を付したものとする。 

③ 消防用ホースと結合金具の装着部には、日本消防検定協会の「装着部に対する認定試験」に

合格した表示（「認」マーク）が付されていること。 

 ④ 消防用ホースは結合部付近をゴム等で保護するとともに、蓄光式タイヤ又はシール等で結合

部を明示すること。 

 ⑤ 納入後１年以内に、不慮の事故等によりホースを損傷して使用不可能になった場合、速やか

にホースの交換を行なえるよう、１年間の補償保険契約がなされているとともに、その保険

番号が明記されていること。 

 

７ 問い合わせ先 

東広島市消防局 消防総務課 消防団係 

電   話（０８２）４２２－６６２１（直通） 

ファックス（０８２）４２３－０３６３ 



別紙１ 

 

消防用ホースの標識内訳表 

 

水管 

（mm） 

数量 

（本） 
標 識 整理番号 標識及び整理番号の色 

５０ ４５ 黒瀬 ０５０１～０５４５ 白 



別紙２    

 

消防用ホースの標識・整理番号の配置図 

（例：黒瀬０５０１） 

 

※標識・整理番号は消防用ホースに直接印字するものとする。 

標識の漢字寸法は縦・横各５ｃｍ、整理番号の数字寸法は縦５ｃｍ×横４ｃｍとする。 

 

 

   

  

   

  

 

  

 

 

  

 
 

 

  
 

  

  

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 黒 黒 

瀬 瀬 

  

０ ０ 

５ ５ 

０ ０ 

１ １ 
 

 

 

 

 

          

ホースオス金具             ホースメス金具 

 

 

 

 

保護布 

（ハカマ） 

保護布 

（ハカマ） 

ホース締金具 

 

ホース締金具 

８ｃｍ 

８ｃｍ 

８ｃｍ 

８ｃｍ 

８ｃｍ 

８ｃｍ 

４ｃｍ 


